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藤 沢 市 農 業 委 員 会 総 会 会 議 録  

 

 藤沢市農業委員会総会を令和５年７月１８日（火）、本庁舎５階 ５－１会議室・５

－２会議室に招集する。 

 

出席委員は、次のとおり 

 １番 井 上 哲 夫 １６番 北 村 利 夫 

 ２番 三 上 健 一 １７番 吉 川   誠 

 ３番 井 出 茂 康 １８番 櫻 井 一 雄 

 ４番 齋 藤 義 治 １９番 宮 治 時 男 

 ５番 小 林 正 幸 ２０番 佐 川 俊 夫 

 ７番 上 田 洋 子 ２１番 佐 藤 智 哉 

 ９番 田 代 惠美子  ２２番 澤 野 孝 行 

１０番 吉  原    豊 ２３番 平 川 勝 昌 

１１番 山 口 貞 雄 ２４番 神 﨑 享 子 

１２番 加 藤    登 ２５番 福 岡 則 夫 

１３番 西 山 弘 行  

１４番 漆 原 豊 彦 

  

１５番 落 合 喜 治 

 

欠席委員は、次のとおり 

６番  飯 田 芳 一  ８番 加 藤 義 一 

 

農業委員会事務局職員の出席は、次のとおり  

事務局長 村 山 勝 彦   主幹 坂 間 英 己       上級主査 永 田  誠 

主査 森  大 晃   
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委員会の日程は、次のとおり 

 

日程第 １ 報告第   ９号  農地の貸借の合意解約通知について  

日程第 ２ 議案第 ２４号 農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第 ３ 議案第 ２５号 農地法第５条の規定による許可申請について 

日程第 ４ 議案第 ２６号 非農地証明願について 

日程第 ５ 議案第 ２７号 農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等の申し

出について 

日程第 ６ 議案第 ２８号 農地中間管理事業に係る農業経営基盤強化促進法に基

づく農用地利用集積計画の決定について  

日程第 ７ 報告第 １０号 藤沢市農業委員会規程第９条第２項に基づく報告につ

いて 
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開会 午後２時２３分 

 

事務局（村山勝彦事務局長） 皆様、こんにちは。ただいまから「藤沢市農業委員会

総会」を開催させていただきます。 

本日の委員の出席状況を申し上げます。委員の総数２５名、出席者数２３名

でございます。 

 それでは、初めに齋藤会長から御挨拶をお願いいたします。 

会長（齋藤義治委員） 皆さん、こんにちは。委員の皆様方におかれましては、大変

お忙しい中をお集まりいただきまして、まことにありがとうございます。 

毎日毎日大変暑い日が続いておりまして、農作業も大変だと思います。こう

いう時期ですので、熱中症で搬送されるという報道も多くなっております。皆

様方もお気をつけ願いたいと思います。  

また、まだまだ梅雨でございますが、梅雨末期の大雨の被害が、九州や秋田

のほうで大きな被害が出ております。前にも申し上げましたが、かなり浸水し

ている田畑の映像が映し出されますと、その後、どのように対処していくのだ

ろうかと、いつも気にかかっております。  

また、今月の４日には、鈴木市長に農業委員会の意見書を、吉原職務代理、

井出委員長、神﨑副委員長、そして私の４人で提出をしてまいりました。  

資材や原油価格が非常に高騰して高止まりをしております。農業経営の厳し

さを説明しまして、今まで以上の行政のバックアップをお願いしてまいりまし

た。 

また、今月は、農業委員・推進委員の３年の任期が満了となります。今期は

コロナで始まりましてコロナで終わるという異常な３年間でございました。  

そんな中でも、今年の４月には、農業経営基盤強化促進法が改正をされまし

て、「人・農地プラン」が「地域計画」に法定化されました。また、「目標地

図」の素案を農業委員会がつくるという法律ができました。１０年後、農地を

誰が耕作するのか、計画をつくれということですが、今のところ、皆目検討が

つきません。地域での話し合い、あるいはアンケート調査が行われ、各農家の
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皆様方の意向を把握するということですが、皆様方からも意見を多く出してい

ただきたいと思います。 

各農家でも、農家自体、答えがなかなか出ないこともあろうかと思います。

とりわけ行政や農業委員・推進委員の役割が重要視されるところでございます。

そういう時期でございますので、ひとつよろしくお願いをいたします。  

それでは、７月の総会を開会いたします。よろしく御協力のほどをお願い申

し上げまして、挨拶とさせていただきます。 

事務局（村山勝彦事務局長） ありがとうございました。 

これより議事に入りますが、藤沢市農業委員会総会会議規則第５条の規定に

基づき、齋藤会長に議長をお願いいたします。 

議長（齋藤義治委員） それでは、しばらくの間、議長を務めさせていただきます。  

 なお、本会議を公開することに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） 事務局、本日の傍聴人はいらっしゃいますか。  

事務局（森 大晃主査） いらっしゃいません。 

議長（齋藤義治委員） はい。 

それでは、これより会議を開きます。 

 なお、議事録署名人につきましては、議席番号順により、１番の井上哲夫委

員と２番の三上健一委員の御両名にお願いをいたします。 

それでは、これより議事に入ります。 

日程第１、報告第９号「農地の貸借の合意解約通知について」を上程いたし

ます。 

    事務局の説明を求めます。 

    永田上級主査。 

事務局（永田 誠上級主査） それでは、日程第１、報告第９号「農地の貸借の合意解

約通知について」、説明をさせていただきます。  

    番号１は、第三者へ売却するため、使用貸借権を合意解約する旨の通知を受

けたもので、この土地の売却については、日程第２、議案第２４号の「農地法
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第３条の規定による許可申請について」に上程されております。 

以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 本件につきましては、報告事項でございますので、お目通し

の上、御質問等がございましたら、お願いをいたします。  

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、報告第９号を終了いたします。 

次に移ります。 

日程第２、議案第２４号「農地法第３条の規定による許可申請について」を

上程いたします。 

事務局の説明を求めます。 

森 主査。 

事務局（森 大晃主査） それでは、「農地法第３条の規定による許可申請について」、

議案説明をいたします。 

地区、御所見・遠藤。番号１。譲受人、住所氏名、記載のとおり。従事者、

２人。所有面積、耕作面積、ともに３９ａ。譲渡人、住所氏名、記載のとおり。

当該農地、地番、葛原、１筆。地目、畑。地積、１，４４１㎡。権利の種類、

売買による所有権移転。申請理由、譲受人、農業経営規模拡大のため。譲渡人、

譲受人の要望による。 

続きまして、番号２。譲受人、住所氏名、記載のとおり。従事者、３人。所

有面積、３６６ａ。耕作面積、２７４ａ。譲渡人、住所氏名、記載のとおり。

当該農地、地番、葛原、１筆。地目、畑。地積、２，５０５㎡。権利の種類、

売買による所有権移転。申請理由、譲受人、農業経営規模拡大のため。譲渡人、

譲受人の要望による。 

続きまして、番号３。譲受人、住所氏名、記載のとおり。従事者、３人。所

有面積、１５７ａ。耕作面積、１８１ａ。譲渡人、住所氏名、記載のとおり。

当該農地、地番、葛原、２筆。地目、いずれも畑。地積、２筆合計３，０９６

㎡。権利の種類、売買による所有権移転。申請理由、譲受人、農業経営規模拡
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大のため。譲渡人、譲受人の要望による。  

続きまして、番号４。譲受人、住所氏名、記載のとおり。従事者、２人。所

有面積、耕作面積、ともに２ａ。譲渡人、住所氏名、記載のとおり。当該農地、

地番、遠藤、１筆。地目、畑。地積、１９２㎡。権利の種類、贈与による所有

権移転。申請理由、譲受人、農地の一体化による有効活用のため。譲渡人、譲

受人の要望による。 

以上です。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

それでは、番号１について意見を求めます。  

１４番、漆原豊彦委員。 

１４番（漆原豊彦委員） 資料は、１ページをお開きください。 

本件の申請地は、葛原にある「乗福寺」から南東に約２００ｍの土地になり

ます。 

    地区協におきまして、譲受人と面談いたしました。  

譲受人は、菖蒲沢で野菜や果樹などの生産により農業経営を行っています。 

このたび、農業経営規模拡大を図るため、当該農地を新たに取得するとのこ

とです。 

   申請地については、サツマイモを生産する計画です。 

地区協の意見といたしましては、農地法第３条第２項各号には該当しないた

め、許可要件の全てを満たすものと考えております。  

    以上でございます。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号２について意

見を求めます。 

１４番、漆原豊彦委員。 

１４番（漆原豊彦委員） 資料は、３ページをお開きください。 
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本件の申請地は、葛原にある「乗福寺」から南東に約２００ｍの土地になり

ます。 

    地区協におきまして、譲受人と面談いたしました。  

譲受人は、葛原などで植木等の生産により農業経営を行っています。  

このたび、農業経営規模拡大を図るため、当該農地を新たに取得するとのこ

とです。 

   申請地については、植木を生産する計画です。  

地区協の意見といたしましては、農地法第３条第２項各号には該当しないた

め、許可要件の全てを満たすものと考えております。  

    以上でございます。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号３について意

見を求めます。 

１４番、漆原豊彦委員。 

１４番（漆原豊彦委員） 資料は、５ページをお開きください。 

本件の申請地は、葛原にある「乗福寺」から南東に約２００ｍの土地になり

ます。 

    地区協におきまして、譲受人と面談いたしました。  

譲受人は、菖蒲沢などで野菜などの生産により農業経営を行っています。  

このたび、農業経営規模拡大を図るため、当該農地を新たに取得するとのこ

とです。 

   申請地については、エダマメやブロッコリーを生産する計画です。  

地区協の意見といたしましては、農地法第３条第２項各号には該当しないた

め、許可要件の全てを満たすものと考えております。  

    以上でございます。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 



8 

 

    ここで、ちょっとお願いをしておきたいのですが、番号３の件ですけれども、

新規就農の方が耕作されていたところでして、私も何度か現場へ行って見てい

ましたが、一生懸命やっていました。 

今回、たまたまほかの方が買われるということですけれども、もしどこかほ

かにいい場所があったら、新規就農している人に、ぜひとも紹介をしていただ

きたいと思っております。よろしくお願いをいたします。 

    ほかに何かございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号４について意

見を求めます。 

５番、小林正幸委員。 

５番（小林正幸委員） 資料は、７ページをお開きください。 

本件の申請地につきましては、市道遠藤・宮原線にある「慶応大学入口」交

差点から北に約７００ｍの土地になります。 

    地区協におきまして、譲渡人と面談いたしました。 

譲受人世帯は、遠藤に農地を所有し、露地野菜の生産により農業経営を行っ

ています。 

このたび、隣接する所有農地との一体化による有効活用のため、申請地を新

たに取得するとのことです。 

   申請地については、ダイコンなどの露地野菜を生産する計画です。 

地区協の意見といたしましては、農地法第３条第２項各号には該当しないた

め、許可要件の全てを満たすものと考えております。  

    以上でございます。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） それでは、ないようでございますので、採決をいたします。 
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議案第２４号について、許可することに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第２４号について、許可することに決定をい

たします。 

次に移ります。 

日程第３、議案第２５号「農地法第５条の規定による許可申請について」を

上程いたします。 

事務局の説明を求めます。 

森 主査。 

事務局（森 大晃主査） それでは、「農地法第５条の規定による許可申請について」、

議案説明をいたします。 

地区、御所見・遠藤。番号１。譲受人、住所氏名、記載のとおり。譲渡人、

住所氏名、記載のとおり。経営面積、９ａ。耕作者、同左人。当該農地、地番、

用田、１筆。地目、畑。地積、９９４㎡。内容、権利の種類、所有権移転。転

用目的、農業用倉庫及び駐車場。農用地区域変更日、令和５年６月１日。農地

種別、農用地区域内農地（農業用施設用地）。 

続きまして、番号２。譲受人、住所氏名、記載のとおり。譲渡人、住所氏名、

記載のとおり。経営面積、５５ａ。耕作者、同左人。当該農地、地番、葛原、

１筆。地目、畑。地積、１６２㎡。内容、権利の種類、所有権移転。転用目的、

道路敷地。農用地区域除外日、昭和５９年４月２０日。農地種別、第２種農地。 

続きまして、地区、六会・長後。番号３。譲受人、住所氏名、記載のとおり。

譲渡人、住所氏名、記載のとおり。経営面積、５ａ。耕作者、同左人。当該農

地、地番、西俣野、２筆。地目、田現況畑。地積、筆の一部申請になりまして、

合計４３．９９㎡。内容、一時転用。権利の種類、賃借権設定。転用目的、仮

設作業場。期間につきましては、令和５年９月１日から令和６年３月３１日ま

で。農地種別、農用地区域内農地。 

続きまして、番号４。譲受人、住所氏名、記載のとおり。譲渡人、住所氏名、

記載のとおり。経営面積、２１ａ。耕作者、同左人。当該農地、地番、西俣野、
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２筆。地目、田。地積、筆の一部申請になりまして、合計１１８．２５㎡。内

容、一時転用。権利の種類、賃借権設定。転用目的、仮設作業場。期間につき

ましては、令和５年９月１日から令和６年３月３１日まで。農地種別、農用地

区域内農地。 

続きまして、番号５。譲受人、住所氏名、記載のとおり。譲渡人、住所氏名、

記載のとおり。経営面積、２１６ａ。耕作者、同左人。当該農地、地番、西俣

野、２筆。地目、田現況畑。地積、筆の一部申請になりまして、合計８３．８

０㎡。内容、一時転用。権利の種類、賃借権設定。転用目的、仮設作業場。期

間、令和５年９月１日から令和６年３月３１日まで。農地種別につきましては、

農用地区域内農地になります。 

以上です。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

それでは、番号１について意見を求めます。  

１６番、北村利夫委員。 

１６番（北村利夫委員） 資料は、９ページをお開きください。 

本件の申請地につきましては、県道横浜・伊勢原線にある「新用田辻」交差

点より北西に約３００ｍの土地になります。 

    農地の区分は、藤沢市の農業振興地域整備計画において定められている農用

地区域内にある農地となっておりますが、本計画に基づき農業水産課が農業用

施設用地への用途変更手続きを行い、農業用施設に転用可能な農地になりまし

た。 

譲受人は、用田などで露地野菜などを中心に、約３ヘクタールを耕作してい

る農家になります。現在、知人の作業場において収穫物の保管や出荷作業をし

ていました。 

今後、農業経営の効率化や規模拡大のため、農業用倉庫及び駐車場等が必要

であり、現在の耕作地に近く、接道要件もあることから、申請地が適地である

と判断したとのことです。 

申請地は、北東及び北西側が道路、その他が農地になっております。 
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出入口は北側で、隣接地と比べると申請地は若干高くなっているため、各面

の境界とは３０度の勾配で法面仕上げとし、土砂等の流出を防ぎます。  

また、北西側の道路との境界には既存縁石があり、隣接地の農地との境界に

は土留鋼板を設置し、被害防除とします。 

また、敷地内は転圧し、砂利敷きとし、雨水については敷地内自然浸透処理

とします。トイレ設置に伴う汚水処理については、合併浄化槽を新設します。 

なお、農業用倉庫を建築するため、藤沢市開発業務課での手続き及び建築確

認申請が行われていることを確認しております。  

    地区協においては、譲受人の代理人と面談し、周辺の農地等に影響がないよ

う十分配慮することなどについて指導しました。  

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号２について意

見を求めます。 

１４番、漆原豊彦委員。 

１４番（漆原豊彦委員） 資料は、１３ページをお開きください。 

申請地につきましては、県道横浜・伊勢原線にある「用田神社入口」交差点

から東に約５００ｍの土地になります。 

    農地の区分は、農用地区域外であり、第１種農地及び第３種農地のいずれの

要件にも該当しないため、「第２種農地」と判断しました。  

譲受人は建設業を営んでおり、申請地の北東側の土地を資材置場として利用

する上で、狭あいな道路を車両が通行する必要があるため、農地の一部を道路

敷地として転用するものです。 

申請地は、東側が畑、その他は道路となっており、敷地内は転圧し、砂利敷

きとします。 

    地区協においては、譲受人の代理人と面談し、隣接地に影響がないよう十分
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配慮することなどや、安全な車両の通行を心掛けるよう指導いたしました。 

以上でございます。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号３と番号４に

ついて意見を求めます。 

２０番、佐川俊夫委員。 

２０番（佐川俊夫委員） 資料は、１５ページをお開きください。 

番号３及び４については、申請地がとなりあっており、譲受人と転用目的が

同一のため、まとめて意見をするものです。  

申請地につきましては、境川にかかる「金沢橋」から北西に約２５０ｍの土

地になります。 

本件につきましては、本申請地に隣接する鉄塔の改修工事を行うため、仮設

工事ヤードとして一時転用するものです。  

    農地の区分は、農振農用地で、農振農用地は、本来農地転用できませんが、

仮設作業場としての一時転用申請のため、農地に戻す前提で申請されています

ので、例外的に許可できる案件となります。  

申請地は、北側が道路及び田、西側が鉄塔及び道路、東側が田及び畑、南側

が畑になっております。 

出入口を除き、カラーコーン及び高さ約１ｍのネットフェンスで仮囲いし、

安全対策を施します。 

工事期間は、令和５年９月１日から令和６年３月３１日を見込んでおります。 

    地区協においては、譲受人の代理人と面談し、周辺の農地に十分配慮するこ

となどについて指導しました。 

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
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― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号５について意

見を求めます。 

２０番、佐川俊夫委員。 

２０番（佐川俊夫委員） 資料は、１７ページをお開きください。 

申請地につきましては、境川にかかる「金沢橋」から西に約２００ｍの土地

になります。 

本件につきましては、本申請地に隣接する鉄塔の改修工事を行うため、仮設

工事ヤードとして一時転用するものです。  

    農地の区分は、農振農用地で、農振農用地は、本来農地転用できませんが、

仮設作業場としての一時転用申請のため、農地に戻す前提で申請されています

ので、例外的に許可できる案件となります。  

申請地は、北側が畑、東側が鉄塔、西側が道路、南側が水路になっておりま

す。 

出入口を除き、高さ約１ｍの単管ロープ柵で仮囲いし、安全対策を施します。 

工事期間は、令和５年９月１日から令和６年３月３１日を見込んでおります。 

    地区協においては、譲受人の代理人と面談し、周辺の農地に十分配慮するこ

となどについて指導しました。 

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。 

議案第２５号について、承認することに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第２５号について、承認することに決定をい

たします。 

    次に移ります 
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 日程第４、議案第２６号「非農地証明願について」を上程いたします。  

 なお、本件については、農業委員等の案件となっておりますので、農業委員

会等に関する法律第３１条、議事参与の制限により、対象委員はしばらくの間、

退席を願います。 

（対象委員 退席） 

    それでは、本件につていて、事務局の説明を求めます。 

    森 主査。 

事務局（森 大晃主査） それでは、「非農地証明願について」、議案説明をさせてい

ただきます。 

    地区、六会・長後。番号１。申請人、住所氏名、記載のとおり。当該農地、

地番、高倉、１筆。地目、田。地積、２６㎡。内容、昭和５３年頃から庭敷地

として利用し、現在に至る。確認資料、平成１９年航空写真。現地確認日、令

和５年７月１２日。 

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

それでは、本件について意見を求めます。 

１０番、吉原 豊委員。 

１０番（吉原 豊委員） 資料は、１９ページをお開きください。 

本件の申請地につきましては、「高倉公園」から北東に約３００ｍの土地に

なります。 

    申請者は、高倉の土地を、昭和５３年頃から住宅の庭敷地として利用し、現

在に至っているとのことです。 

農地の区分は、住宅の用もしくは事業の用に供する施設、または公共施設も

しくは公益的施設が連たんしており、一団の農地面積が３０ａを満たしていな

いため、「第３種農地」と判断いたします。 

    神奈川県の「農地法の適用を受けない土地に係る運用指針」に規定する非農

地の定義を全て満たしており、令和５年７月１２日に、私と事務局の職員で現

地調査を行い、申請どおりであることを確認しております。  
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    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

    議案第２６号について、承認することに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第２６号について、承認することに決定をい

たします。 

    退席している委員の入室をお願いいたします。  

（退席委員 入室） 

議長（齋藤義治委員） それでは、次に移ります。 

日程第５、議案第２７号「農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等の

申し出について」を上程いたします。  

事務局の説明を求めます。 

    永田上級主査。 

事務局（永田 誠上級主査） それでは、日程第５、議案第２７号「農業経営基盤強化

促進法に基づく利用権設定等の申し出について」、説明をさせていただきます。 

番号１は、葛原を中心に２６２ａを耕作する方の更新借受分です。 

番号２は、打戻を中心に１８８ａを耕作する方の更新借受分です。  

番号３は、千葉県睦沢町で２１ａを耕作する方の新規借受分で、このたび、

藤沢市で新規参入することになりました。  

当該地では、サツマイモを栽培する予定となっております。  

御所見・遠藤地区の地区協議会におきまして、本人と面談し、就農計画等に

ついて確認しております。 

番号４は、打戻を中心に４２ａを耕作する法人の新規借受分で、当該地では、

ワイン用ブドウを栽培する予定となっております。  

番号５は、立石を中心に２２２ａを 耕作する方の更新借受分です。 
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番号６は、立石を中心に１０２ａを耕作する方の更新借受分です。  

なお、利用権設定等を行う農地につきましては、現地確認を行い、特段問題

はございませんでした。 

以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

それでは、本件について意見を求めます。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

議案第２７号について、承認することに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第２７号について、承認することに決定をい

たします。 

次に移ります。 

    日程第６、議案第２８号「農地中間管理事業に係る農業経営基盤強化促進法

に基づく農用地利用集積計画の決定について」を上程いたします。  

    事務局の説明を求めます。 

    永田上級主査。 

事務局（永田 誠上級主査） それでは、日程第６、議案第２８号「農地中間管理事業

に係る農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の決定について」、

説明をさせていただきます。 

    本件は、海老名市で１２ａを耕作する方の新規借受分で、このたび、藤沢市

で新規参入することとなりました。  

当該地では、ニンジン等を栽培する予定となっております。  

御所見・遠藤の地区協議会におきまして、本人と面談し、就農計画等につい

て確認をしております。 

なお、中間管理事業を行う農地については、現地確認を行い、特段問題はご

ざいませんでした。 
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    以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

    それでは、本件について意見を求めます。  

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

議案第２８号について、承認することに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第２８号について、承認することに決定をい

たします。 

    次に移ります。 

日程第７、報告第１０号「藤沢市農業委員会規程第９条第２項に基づく報告

について」を上程いたします。 

    事務局の説明を求めます。 

永田上級主査。 

事務局（永田 誠上級主査） 本件につきましては、まず１０ページから１１ページま

でが「農地法第４条第１項第７号の規定による転用届出」でございます。 

御所見・遠藤地区が１件、六会・長後地区が３件、藤鵠・村岡・明治地区が

４件、合計８件となっております。 

続きまして、１２ページから１７ページまでが「農地法第５条第１項第６号

の規定による転用届出」でございます。 

御所見・遠藤地区が２件、六会・長後地区が１３件、藤鵠・村岡・明治地区

が７件、合計２２件となっております。 

以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 本件につきましては、いずれも報告事項でございますので、

お目通しの上、御質問等がございましたらお願いをいたします。  

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
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議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、報告第１０号を終了いたします。 

本日予定をしておりました議事については、全て終了いたしました。  

    事務局からの報告事項等はございますか。 

    永田上級主査。 

事務局（永田 誠上級主査） それでは、第２４期の農業委員・第２期農地利用最適化

推進委員の親睦会費について、御説明をさせていただきます。  

    お手元に報告の用紙があると思いますけれども、御覧ください。  

    「第２４期農業委員・第２期農地利用最適化推進委員 親睦会費について」と

いうことで、委員の皆様から集めさせていただいている親睦会費の会計報告で

すが、収入といたしましては、３年間の委員負担金２１２万５，０００円と、

預金利息３４円を足した２１２万５，０３４円が総収入となっております。  

    支出といたしましては、全国農業新聞代、公務災害補償保険代、親睦会費用、

弔慰金、見舞金、災害義援金、退任委員新聞代と緑の募金を合わせまして、総

支出が１１２万５，２４８円となっております。  

    残額の９９万９，７８６円につきましては、委員の皆様へ精算させていただ

きまして、精算額の内訳は、委員を継続される方が４万６，０３９円、退任さ

れる方は、３年分の農業新聞代を差し引いた２万８３９円となります。  

    なお、残金となる１１円につきましては、緑の募金へ寄附をさせていただき

ますので、御了承ください。 

    また、精算金につきまして、原則報酬振込口座へのお支払いとなり、振込手

数料を御負担いただきますが、現金での受け取りなど、その他の受取方法を御

希望の方は、７月２５日までに事務局に報告してください。  

    以上でございます。 

議長（齋藤義治委員） ほかには何かございませんか。 

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

それでは、これで令和５年７月の総会を終了いたしますけれども、冒頭の挨

拶の中でも、今回が第２４期農業委員・第２期農地利用最適化推進委員の任期
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満了でございます。御協力をいただきまして、ありがとうございました。 

今回は、御存じのように新型コロナウイルスで始まりまして新型コロナウイ

ルスで終わったということでございますが、本来でしたら、皆様方といろいろ

な場所へ行って研修等を行うことができるはずでございましたが、コロナ禍と

いうことで、全てが中止となりまして、５月に一度、懇親会を行っただけでご

ざいます。 

本来であれば、皆様方といろいろな意見交換等をして、地域の実情に合った

農業委員会活動を行う、それが普通でしたが、何せこういう状況でございます

ので、いろいろなことが変化してしまいました。特に冠婚葬祭、地域のいろい

ろなレクリエーションですとか、昔からあった行事等全てが中止になってしま

い非日常となっていましたが、もとに戻るのはなかなか難しいと思いますけれ

ども、これからは日常になっていくと思います。  

そんな中で３年間、いろいろな面にわたり御協力をいただきました。ありが

とうございました。拙い会長でございましたが、本当にありがとうございまし

た。 

一同  ありがとうございました。 

議長（齋藤義治委員） それでは、以上をもちまして７月の総会を閉会いたします。  

委員の皆様方におかれましては、大変長時間にわたり御審議をいただきまし

て、まことにありがとうございました。 

    どうもありがとうございました。 

 

閉会 午後３時０５分 
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以上のとおり相違ありません。 

 

議  長      齋 藤 義 治 

 

署名委員（   番） 

 

署名委員（   番） 

 


